
今年も「防災の日」
（９月１日）を中心とし
た「防災週間」（８月
３０日～９月５日）に は、
国・地方を通じて各種
の防災訓練などが実施
されたところですが、
この中でも、特に９月
１日には、国と関係地
方公共団体等との緊密
な連携の下に、東海地域及び南関東地域直下の
地震を想定した総合防災訓練が実施されました。
省みると、６，４００人を超える尊い人命が失わ
れ、戦後最大の被害をもたらした阪神・淡路大
震災から４年が経過しました。この阪神・淡路
大震災では、経済的・社会的な諸機能が高度に
集積する大都市を直撃し、未曽有の人的・物的
被害をもたらしましたが、同時に、私たちに災
害に強いまちづくりや日頃からの地震に対する
備えがいかに大切かを教えてくれたものでもあ
りました。
特に、我が国は、その地理的条件から、世界
でも有数の地震多発国でもあり、震源となる可
能性のある活断層も、全国各地に数多く存在し
ています。このため、大規模な地震は、全国ど
こにおいても発生しうるものであり、阪神・淡
路大震災で学んだ貴重な教訓と経験は、決して
風化させてはならないものと思います。
もとより、各地方公共団体では、今までに発

生した地震による災害
の教訓などを踏まえ、
地域防災計画を改訂し、
震災対策の充実に取り
組まれておりますが、
大規模な地震による災
害から住民の生命、身
体及び財産を保護する
ためには、消防防災施
設・設備の計画的な整

備、実践的な防災訓練の推進をはじめとする積
極的な取り組みが求められます。
消防庁としても、阪神・淡路大震災をはじめ
とする数々の震災の教訓等を踏まえながら、安
全で安心できる地域社会をつくるため、消防防
災施設・設備の整備の促進、震災対策に係る諸
方策の調査研究、住民の防災意識の高揚、防災
訓練の充実など、総合的な震災対策に積極的に
取り組んでいるところです。
“災害は忘れた頃にやってくる”と言われて
おりますが、最近のトルコ、台湾の大地震をも
踏まえると、改めて地震に備えた“危機管理”
を具体的・実践的に取り組むことを痛感します。
特に住民に最も身近にある市区町村においては、
震災時等の初動体制をはじめとする防災体制、
住民参加での実践的防災訓練など“いざという
ときのため”の危機管理への対応をもう一度点
検し、震災対策のより一層の充実に取り組まれ
ることを期待します。
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１ はじめに

消防機関が行う救助活動は、年々増加の傾

向にあり、平成１０年度中の救助活動件数も対

前年比で８．３パーセント増と高い伸びを示し

ております。

また、近年の都市構造、国民の生活様式の

変化により消防機関の行う救助活動の範囲が

広がることに加え、交通事故、水難事故、風

水害等における救助活動はますます大規模化、

複雑多様化し、救助隊に対する国民の期待は

大きなものとなっています。

救助活動を迅速かつ的確に行うためには、

救助隊の装備する救助資機材の充実はもとよ

り、救助隊員の技術の向上及び救助意識の向

上を図る必要があります。

これらのことから、消防庁では、救助技術

の研究成果、救助活動事例の発表や意見交換

などを行い、救助に直接携わる方たちやそれ

を支援する方たちとの交流と親睦を図り、我

が国の救助体制の一層の充実と救助技術の高

度化を図ることを目的とし、全国消防救助シ

ンポジウムを開催しました。

今回のシンポジウムには、北は北海道から

南は沖縄まで全国４５都道府県の７０６名の消防

救助関係者が参加しました。

以下、その概要について紹介いたします。

２ 内 容

	 名称

「第２回全国消防救助シンポジウム」


 開催日時

平成１１年１０月２９日� １３時００分～１７時１０分

� 開催場所

東京都港区虎ノ門２―９―１６

日本消防会館内「ニッショーホール」

� メインテーマ

「救助技術に対する新たな科学技術の導入」

 主催等

主催 自治省消防庁

後援 全国消防長会、東京消防庁

� 参加者

消防救助隊員、消防学校関係者、都道府

県消防防災関係者 計７０６名

� 行事内容

ア シンポジウム

「ICE 列車事故における救助救急活

動」と題し、総括司会者に日本医科大学

高度救命救急センター 山本保博氏、講

師として、自治省消防庁救急救助課北出

正俊氏（救助）および日本医科大学高度

救命救急センター 二宮宣文氏（救急）

の３名をむかえ、昨年６月のドイツ国内

で発生した ICE 列車事故における救助

救急活動の概要と日本における多数傷者

発生時の救助活動について展望等を語っ

ていただきました。

イ パネルディスカッション

「救助技術に対する新たな科学技術の

導入と今後の展望」と題し、�今あるも
の、�２～３年先、�何年か先に実用化

「第２回全国消防救助シンポジウム」の開催概要について

救急救助課
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したいと思う未来的発想、これら３つの

カテゴリーに開発の立場で携わっている

方々や使用する方々を、アドバイザー、

パネラーに招き意見交換が行われました。

ウ 救助活動事例発表

全国の消防本部などからの応募の中か

ら６事例の発表をいただきました。

事例発表を、今後の展望や、さまざま

な場面で実施された救助活動事例につい

て会場からの質疑応答をまじえ大変すば

らしい事例発表となりました。

演題及び発表者は以下のとおりです。

「坑内で有機溶剤中毒により脱出不能と

なった救助活動事例」

東京消防庁 山崎 正雄

「水難救助技術の確立のための教育の在

り方について」

名古屋市消防局 間瀬 錦司

「都市周辺部における山岳救助対策」

京都市消防局 司馬田 宏

「集中豪雨による家屋倒壊からの生き埋

め者の救命救助活動について」

呉市消防局 野村 功次郎

「地下飲食店の水没事故における救助活

動について」

福岡市消防局 福山 民雄

「集積プラントに生き埋めになった作業

員救助活動事例」

人吉下球磨消防本部 伊高 勝

３ おわりに

昨年度の教訓を踏まえて、本年は、会場を

大きくしたことから、全国から多数の参加を

いただきました。

参加された方の中には、会場内でメモを取

る方、ビデオを撮影する方などがおられ、そ
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兵庫県南部地震等を含む�

456

北海道南西沖地震を含む�
千葉県東方沖地震を含む�

宮城県沖地震を含む�

の熱心な姿に感激するとともに、本シンポジ

ウムが、今後も救助隊員等の情報交流の場と

して救助技術の向上に大きな役割を果たして

行けるものと確信しました。第３回のシンポ

ジウムは、平成１３年２月上旬に「ニッショー

ホール」にて時間を延長し実施したいと考え

ます。

平成１０年中（平成１０年１月１日～同年１２月３１

日）に発生した石油コンビナート等特別防災区

域の特定事業所における事故（以下「事故」と

いう。）について、関係都道府県からの定期事

故報告をもとにとりまとめましたので、その概

要を紹介します。

１ 概 況

平成１０年中の事故の総件数は７４件で、前年

（７６件）より２件減少となっています。

事故を種別ごとに前年と比較すると、火災

３８件（前年比２件増）、爆発６件（同３件減）、

漏えい２５件（同１件増）、その他５件（同２

件減）となっています（表１参照）。

発生件数は、平成８年中の９３件をピークに

その後漸減しているものの昭和６０年頃の４０件

台から６０件台で推移していた時期と比較する

と、依然、多い状況にあります（図１参照）。

事故による被害は、死者１名（前年２名）、

負傷者２４名（同３０名）、損害額６億７，６２５万円

図１ 事故発生件数の推移

表１ 平成９年中、平成１０年中事故発生状況

平成１０年中の石油コンビナート等特別防災区域の特定事業

所における事故の概要について

特殊災害室

種 別 平成９年中の件数 平成１０年中の件数

火 災 ３６ ３８

爆 発 ９ ６

漏 え い ２４ ２５

そ の 他 ７ ５

合 計 ７６ ７４

－４－
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（同１３億９，６１６万円）となっています。

２ 事故の発生状況

	 特定事業所の種別ごとの事故発生状況

特定事業所の種別ごとの事故発生状況は、

第１種事業所で５１件（６８．９％。そのうちレ

イアウト規制対象事業所４５件（６０．８％）、

レイアウト対象以外の第１種事業所６件

（８．１％））、第２種事業所における事故が

２３件（３１．１％）となっています。

また、特定事業所の種別ごとの事故につ

いて、過去１０年間の構成比と比較すると、

同様の傾向となっています（図２参照）。


 特定事業所の業態別の事故発生状況

特定事業所の業態別の事故発生状況は、

化学工業関係が３２件（４３．２％）、鉄鋼業関

係が２１件（２８．４％）等となっていますが、

業態別の一事業所当たりの事故発生率では、

鉄鋼業関係が５１．２％、金属鉱業関係３３．３％

となっています（表２参照）。

� 施設区分別の事故発生状況

施設区分別の事故発生状況は、危険物施

設に係る事故が３０件（４０．５％）、高圧ガス

と危険物が混在する施設（以下「高危混在

施設」という。）に係る事故が７件（９．５％）、

その他の施設に係る事故が３２件（４３．２％）

となっています。

図２ 特定事業所種別ごとの事故の内訳

表２ 業態別の事故発生状況

※業態別事業所数は、平成１０年４月１日現在のものである。

業 態
内 訳 件 数 業 態 別 事 故 発 生 率

火災 爆発 漏えい その他 小計 割合（％）
業態別事業所数 一事業所あたりの

事故発生率（％）

金属鉱業関係 ０ ０ １ ０ １ １．４ ３ ３３．３

化学工業関係 １５ ４ １０ ３ ３２ ４３．２ ２３８ １３．４

食料品製造業関係 １ ０ １ ０ ２ ２．７ １５ １３．３

石油製品・石炭製品製造業関係 ４ ０ ５ ０ ９ １２．１ ６４ １４．１

鉄鋼業関係 １６ ２ ２ １ ２１ ２８．３ ４１ ５１．２

電気業関係 １ ０ ５ １ ７ ９．５ ５３ １３．２

倉庫業関係 ０ ０ １ ０ １ １．４ ３４１ ０．３

パルプ・紙・紙加工品製造業関係 １ ０ ０ ０ １ １．４ ６ １６．６

合計 ３８ ６ ２５ ５ ７４ １００ － －

－５－
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危険物施設に係る事故及び高危混在施設

に係る事故（合計３７件）を危険物施設等別

に区分すると、製造所１５件（４０．５％）、一

般取扱所１２件（３２．４％）、屋外タンク貯蔵

所８件（２１．６％）等となっています。

また、事故の発生状況について、過去１０

年間の構成比と比較すると、一般取扱所に

おける事故が少なくなっています（図３参

照）。

� 月別、時間帯別の事故発生状況

月別の事故発生状況では、５月が１１件

（１４．９％）と最も多く、次いで６月が８件

（１０．８％）となっています（図４参照）。

時間帯別の事故発生状況では、１０時台に

発生した事故が７件（９．５％）と最も多く、

また、９時台から１６時台までの間に３７件の

事故が発生しており総件数の５０．０％を占め

ています。

また、月別の事故発生状況について、過

図３ 危険物製造所等別の事故発生状況

図４ 月別の事故発生状況
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去１０年間の構成比と比較すると、２０時台以

降に多く発生しています（図５参照）。

 作業状況別の事故発生状況

事故発生時における当該施設での作業状

況は、運転操作中に発生したものが５１件

（６８．９％）、修理中のものが６件（８．１％）

等となっています。

３ 主原因別の事故発生状況

事故の主原因を区分すると、人的要因によ

るものが５１件（６８．９％）、物的要因によるも

のが１５件（２０．３％）等となっています。人的

要因のうち管理不十分によるものが２０件あり、

人的要因の事故原因の３９．２％を占めています

（表３参照）。

４ 死傷者の発生状況

死傷者の発生した事故は１３件で、これらの

事故により１名の死者と２４名の負傷者が発生

しています（表４参照）。

死傷者発生状況について、過去１０年間と比

較すると、１件で極めて多数の死傷者を発生

させた平成７年の事故（死者１名、負傷者４７

名）を除いても、依然、多い状況にあります

（図７参照）。

５ 損害額の状況

全事故による損害額の合計は６億７，６２５万

円となっています（ただし、損害額１万円未

図５ 時間帯別の事故発生状況

表３ 主原因別の事故発生状況

表４ 死傷者の発生状況

事故発生主原因 事故件数 割合（％）

人

的

要

因

管 理 不 十 分 ２０ ２７．０

誤 作 動 ６ ８．１

確 認 不 十 分 １０ １３．５

不 作 為 ８ １０．８

施 工 不 良 ３ ４．１

設 計 不 良 ４ ５．４

小 計 ５１ ６８．９

物
的
要
因

腐 食 等 劣 化 １０ １３．５

破 損 ２ ２．７

故 障 ３ ４．１

小 計 １５ ２０．３

不 明 ・ 調 査 中 ８ １０．８

合 計 ７４ １００．０

区分

事故

死傷者の発生
した事故件数

死傷者の数

死 者 負傷者

火 災 ２ ０ ３

爆 発 ４ ０ １０

漏 え い ６ １ １０

そ の 他 １ ０ １

合 計 １３ １ ２４
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満のもの及び調査中のものは、０円として処

理しています。以下同じ。）。

損害額別に見ると、百万円未満の事故が４０

件（５５．６％）、百万円以上１千万円未満の事

故が２３件（３１．９％）、１千万円以上１億円未

満の事故が７件（９．７％）、１億円以上の事故

が２件（２．８％）となっています（図８参照）。

事故の種別ごとの損害額は、火災によるも

のが５億９，６０３万円（８８．１％）、漏えいによる

ものが４，２３６万円（６．３％）、爆発によるもの

が３，５３７万円（５．２％）、その他によるものが

２４９万円（０．４％）となっています。

事故による損害額の推移は、図９のとおり

です。

６ 事故発生時の通報状況

事故発生時における消防機関等への通報に

要した時間の状況は、事故の発見から１０分未

満に通報の行われた事故が１８件（２４．３％）で

あり、１０分以上の時間を経過してから通報の

行われた事故が５６件（７５．７％）となっていま

図６ 事故発生時における作業状況

図７ 死傷者発生状況の推移
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す（図１０参照）。消防機関等への通報は事故

発見後、直ちに行うべきこととされています

が、全体的に通報が遅れており、特定事業所

において通報体制が十分に確立されていない

状況にあります。

また、発見から通報までの状況について、

過去１０年間の構成比と比較すると、１０分未満

の通報が減少し、６０分以上の通報が増加して

います。

一方、通報手段（消防機関覚知別）につい

ては、１１９番通報が３８件（５１．４％）と最も多

く、次いで一般加入電話が１８件（２４．３％）、

ホットラインによる通報が７件（９．５％）と

なっており、事後聞知によるものも１０件

（１３．５％）あります（図１１参照）。

図８ 損害額の状況

図９ 損害額の推移
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【用語解説】

１ 石油コンビナート等特別防災区域

石油コンビナート等災害防止法では、石油、

高圧ガスが大量に蓄積している地域を「石油

コンビナート等特別防災区域」として政令で

指定し、特別の規制を加えています。

２ 特定事業所

特別防災区域に所在する事業所であって、

一定数量以上の石油、高圧ガスを貯蔵、取り

扱い又は処理する事業所は、「特定事業所」

として特別の義務が課せられています。

特定事業所は、石油の貯蔵・取扱量、高圧

ガスの処理量により「第１種事業所」と「第

２種事業所」とに区分されています。

第１種事業所のうち、石油と高圧ガスを併

せて取り扱う事業所については、危険物施設

等の配置等に関するレイアウトの規制を受け

ています（レイアウト規制対象事業所）。

図１０ 発見から通報までの時間の状況

図１１ 通報手段の状況
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